
次のとおり技術提案書の提出を招請します。 

平成３０年７月２０日 

京都市長  門 川 大 作   

１ 業務概要 

  業務名 京都市立新普通科系高等学校施設整備工事設計業務委託 ただし，建築及

び設備基本設計・実施設計業務委託 

  業務内容 本業務は「新普通科系高校施設整備事業基本計画」に基づき，京都市立

新普通科系高等学校の校舎棟などの新築に係る基本設計及び実施設計を実施するも

のである。 

  履行期間 契約の日の翌日から平成３２年３月３１日まで 

２ 参加資格 

  参加資格 

本公募に参加しようとする者は，本公募を開始した日の前日を基点として，次に掲

げる資格要件のすべてを満たしていなければならない。 

ア 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条の規定に基づく一級建築士事務

所としての登録を行っている建築士事務所であること。海外から参加する場合には，

参加表明書の提出期限までに，建築士法の一級建築士事務所の登録を受けているこ

と。 

イ 京都市契約事務規則第４条に規定する一般競争入札有資格者名簿（京都市競争入

札参加有資格者名簿（測量・設計等）における登録種目が建築設計であるもの）に

登載されている単独企業（以下「登録業者」という。）又は登録業者以外の者で参

加表明書を提出しようとする日の前日までに平成３０年度特定調達（WTO 等）契

約の競争入札参加資格申請について本市が受理している者。ただし，登録業者以外

の者にあっては，受託候補者選定通知の日までに当該資格が承認されていること。  

ウ 京都市競争入札等取扱要領第２９条第１項に規定する競争入札参加停止を受け

ていないこと。 



  エ 自社の社員で，建築士法第２条第２項に規定する一級建築士の資格取得後５年以

上の建築設計の実務経験を有し，かつ，日本語での業務に支障がない管理技術者を

配置し得ること。ただし，管理技術者は，設計担当主任技術者を兼ねることができ

ない。 

  オ 自社の社員で，次のいずれかに該当し，かつ日本語での業務に支障がない設計担

当主任技術者を配置し得ること。ただし，設計担当主任技術者は委託仕様書で配置

を求める建築設計者であること。 

(ｱ) 建築士法第２条第２項に規定する一級建築士の資格取得後２年以上の建築設

計の実務経験を有すること 

(ｲ) 建築士法第２条第３項に規定する二級建築士の資格取得後７年以上の建築設

計の実務経験を有すること 

(ｳ) 大学（建築に関する専門課程）卒業後７年以上の建築設計の実務経験を有する

こと 

  カ 協力事務所（応募者と同一組織でない事務所であり，専門分野において技術の提

供等を行う事務所）への再委託等（ただし，主たる業務部分を再委託等するもので

ないこと。）を予定する場合にあっては，当該協力事務所が，本公募の他の応募者で

ないこと。 

３ 技術提案書を特定するための評価基準  

  事務所の能力，成績等 

  事務所の所在地，業務の成績等 

  担当者の実績等 

  同種業務の実績の内容，手持ち業務の状況，CPD 

  提案事項等 

  業務実施に当たっての取組方針，体制，見積金額，課題に対する技術提案 

４ 手続等 

  担当部署 



京都市都市計画局都市企画部都市総務課 技術担当 

〒６０４－８５７１ 

京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地（北庁舎５階） 

電話 075-222-3641 ファックス 075-222-3689 

  申請書等の入手方法 

京都市情報館の都市計画局のホームページにある新着情報「京都市立新普通科系高

等学校施設整備工事設計業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について」からダ

ウンロードし，Ａ４判の帳票として印刷のうえ使用すること。 

ホームページのアドレス 

 http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000240447.html 

  参加表明書の提出期限，場所及び方法 

ア 提出期限 

平成３０年８月２８日（火）午後５時まで。ただし，市役所閉庁日を除く午前９

時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）に限る。 

  イ 提出場所 

    上記４ に同じ。 

  ウ 提出方法 

持参，又は郵送（信書便も可能）のいずれかによること。ただし，郵送（又は信

書便）の場合は，上記アの提出期限までに必着のこと。 

  技術提案書の提出期限，場所及び方法 

ア 提出期限 

上記４ アに同じ。 

  イ 提出場所 

    上記４ に同じ。 

  ウ 提出方法 

上記４ ウに同じ。 



５ その他 

  手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 

  契約保証金 免除 

  契約書作成の要否 要 

  技術提案書のヒアリングを行う。 

  関連情報を入手するための照会窓口 上記４ に同じ。 

  虚偽の内容が記載されている参加表明書又は技術提案書は，無効とする。 

  詳細は募集要領等による。 

６ Summary 

  Nature and Quantity of the serivices to be required: 

   Basic design and execution design of the construction of new Kyoto City Ordinary 

Senior High School 

  Deadline for submission of documents related to application and the first round 

screening: 

   5:00 PM, August.28.2018  

  Deadline for submission of documents related to the second round screening: 

   5:00 PM, September.20.2018  

  Contact information for documentation relating to the proposal: 

  General Affairs Section, City Planning Department, City Planning Bureau 

  The City of Kyoto 

   604-8571 488,Teramachi-Oike,Nakagyo-ku,Kyoto-city,Kyoto,Japan 

  Tel:075-222-3641 (the number, in Japan) 

       81-75-222-3689(the number, from abroad) 

 

（都市計画局都市企画部都市総務課） 


